
中央公民館・図書館・郷土資料館の在り方基本構想（案）

に対する意見と市の考え方

対応項目

Ａ：意見を受けて加筆・修正したもの

Ｂ：案に意見の考え方が概ね含まれていたもの

Ｃ：案に意見の考え方が一部含まれていたもの

Ｄ：案に意見の考え方を反映・修正しなかったもの

Ｅ：その他の意見

番

号
分類 意見の要旨 対応 市の考え方

１

在り方基本

構想策定に

あたって

○市が策定する計画は、市民憲章

の具現化が基にあり、その内容

に触れる必要がある。

○平成 28 年度八街市総合教育会

議において、郷土資料館として

不適格な建物構造と老朽化に

ついて様々な意見が出されて

いたことに触れる必要がある

のではないか。

Ａ

目次前

○以下のとおり加筆・修正いたしま

す。

「教育委員会では、～を対象と

し、市民憲章の１つの柱である

『郷土を愛し、文化のかおり高

いまちにしましょう』の具現化

に向け、３つの施設の在り方基

本構想を策定するものです。」

○今回、八街市総合教育会議での意

見も踏まえた検討を進めてまい

りました。

２

１－３

市民意見の

把握《アンケ

ート結果》

○中央公民館については、ソフト

面での意見が多い一方、郷土資

料館は現在のプレハブ造とい

うハード面の課題もあること

から、まとめの中に盛り込んで

おく必要があるのではないか。

Ｄ

P.10

○まとめの欄につきましては、あく

までもアンケート結果をとりま

とめたうえで多く寄せられたご

意見を記載したものであること

をご理解ください。

３

３－２

各施設の役

割と課題・基

本的考え方

《図書館》

○蔵書をできるだけ多くしてほ

しい。また、図書館や公民館に

隣接して休息の場所が欲しい。

Ｂ

P.33

○基本構想にも記載してあります

が、今後も利用者のニーズをとら

え、読書環境の整備や蔵書・資料

の充実に努めていきます。

○市民アンケートでも「交流スペー

ス」など、誰もが気軽に利用でき

る場所についての要望があり、ご

意見にあるような休息の場所と

しての活用の可能性も含め検討

してまいります。



番

号
分類 意見の要旨 対応 市の考え方

４

３－３

各施設の機

能・規模

(1)

中央公民館

②駐車場の

規模

○郷土資料館を現在の敷地内に

建て直すことがないと受け取

れるため、下欄囲み部分の「郷

土資料館が敷地外に移転する

場合は、駐車場を再編し」を削

除する。 Ｄ

P.36

○当該項目は、３施設の在り方とい

う視点の中でもう一つの大きな

課題である駐車場不足に対する

可能性を検討したものです。

○郷土資料館を敷地外に移転する

ことを前提としたものではない

ことをご理解ください。なお、駐

車場の見取り図のうちＣブロッ

クの表示については、誤解を避け

るため一部修正しました。

５

３－３

各施設の機

能・規模

(3)

郷土資料館

○原文では、郷土資料館が将来、

縮小するように取れるため、

「当面は、～将来的には、～」

の次に「現状の展示物や今後発

見された資料などとあわせ」と

追加したらどうか。

Ａ

P.38

○以下のとおり加筆・修正いたしま

す。

「当面は、～将来的には、現状の

展示物や今後発見された資料

等とあわせ、復元展示や映像展

示など、～」

６

３－３

各施設の機

能・規模

(4)

施設の形態

○現状は３館が１か所に集約さ

れ、かつ独立した建物で、使い

勝手の良い施設である。

Ｂ

P.39

○施設の形態によってそれぞれ特

徴があると考えられるため、施設

建替えの際には、現状のような独

立施設か複合施設か、両者のメリ

ットやデメリットを踏まえなが

ら、適正な方法を選択していきま

す。

７

３－４

事業スケジ

ュール

○原文では、郷土資料館の移転を

前提とした表現となっている

ため、「公共用地等に暫定的に

移転し、併せて適切な施設を整

備します。」としたらどうか。

○まちの歴史や風土を紹介する

のは大切なことであり、一日で

も早い郷土資料館の再開を望

む。その際、現地に新しく建て

ることにこだわらず、より近い

場所に収集、保管、展示が一元

的にできる賃貸物件や他の市

の空きスペースなど検討して

はどうか。

Ａ

P.41

○以下のとおり、加筆・修正いたし

ます。

「中央公民館と図書館は、～郷土

資料館については、現在の敷地又

は他の公共施設用地等に暫定的

に整備するなど、～」

なお、郷土資料館は現在の敷地

内・敷地外を限定するものではな

く、早急に運用を再開するため、

公共用地等に暫定的な移転をし、

あわせて適切な施設の整備を目

指し、具体的な検討を行います。



番

号
分類 意見の要旨 対応 市の考え方

８
３－５

今後の展開

○郷土資料館について、恒久的に

使用できる施設整備を確約す

る表現になっていないため、

「公共用地等に暫定的に移転

し、併せて適切な施設を整備し

ます。」としたらどうか。

Ｂ

P.42

○本構想では、３施設の将来を見据

えた中で、郷土資料館についても

様々な可能性を残しておきたい

と考えています。

９
３－５

今後の展開

○社会教育施設の中心となるよ

う、複合施設としての利用も含

め検討してほしい。

Ｂ

P.42

○今後、市民ニーズや社会状況等の

変化も見込まれるため、導入機能

や規模、施設の具体的な内容等に

ついて、改めて市民のみなさんと

意見交換を行うなど、慎重に検討

してまいります。

10 その他

○現在の中央公民館や郷土資料

館は老朽化し、経費がかさむば

かりであるため、今後 10 か年

計画で新たに北口駅前に文化

センターを整備し、八街の顔づ

くりを行うべきである。（800～

1,000 席のホール、平日は一般

利用、週末は有料イベント、郷

土資料館・図書館の移転、上層

階は飲食等の商業施設、1,000

台程度の駐車場など）

○上記施設に中央公民館や図書

館、郷土資料館機能を移し、移

転後の中央公民館は、臨時の災

害避難所として利用する。

○あわせて、駅を中心としたふれ

あいバスを充実することで、利

便性の向上を図る。

○これにより市内外から人が多

く訪れ、雇用を生み、市に利益

をもたらすことが想定される。

Ｅ

○ご提案の内容は、今回対象として

いる「社会教育施設」としての役

割を超えたものであると考えま

す。今後の八街市のまちづくりに

おいて、民間事業者の進出可能性

も含め、八街市全体で慎重に検討

していくべきものであると考え

ており、貴重なご意見として頂戴

いたします。

○将来的に施設が移転する場合は、

施設の後利用の可能性も含め、そ

の活用方法についても検討が必

要であると考えます。


